
令和８年度第１回奥州市総合計画審議会 

 

日時 令和８年４月 28 日（火）午後３時 00 分から 

場所 奥州市役所本庁 ７階 委員会室      

 

次 第 

 

－奥州市民憲章唱和－ 

 

 

１ 開会 

 

２ 挨拶 

 (1) 奥州市長 郷右近 浩 

 (2) 奥州市総合計画審議会 会長 遠藤 清逸 

 

３ 報告 

 (1) 令和７年度行政評価（施策評価）の結果について ……【資料 1-1～1-4】 

 (2) 次期奥州市総合計画に向けた市民アンケート結果について …【資料２】 

 

４ 協議 

 (1) 次期総合計画の策定について ……【資料３】 

 (2) 奥州市総合計画審議会分科会の設置について ……【資料４】 

 

５ その他 

  今後のスケジュールについて……【資料５】 

 

６ 閉会 

 

～ 奥州市民憲章 ～ 

わたしたちは、歴史・伝統・自然に恵まれたこのまちの市民であることを

誇りとし、さらに良いまちをめざして市民憲章を定めます。 

一．ふるさとを愛し いきいきと働くことができるまちをつくります 

一．すすんで学び 文化のかおり高いまちをつくります 

一．みんなが手をつなぎ 健康で明るいまちをつくります 



○奥州市総合計画審議会条例 

平成18年５月15日 

条例第343号 

改正 平成20年３月７日条例第３号 

平成24年３月21日条例第10号 

平成30年２月５日条例第11号 

令和４年12月14日条例第29号 

（設置） 

第１条 市政の総合的な計画の策定及び推進に関する重要事項の調査及び審議を

行わせるため、市長の附属機関として奥州市総合計画審議会（以下「審議会」

という。）を置く。 

（組織） 

第２条 審議会は、委員40人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 奥州市地域会議条例（平成29年奥州市条例第30号）第４条第２号から第６

号までに規定する奥州市地域会議の委員 

(2) 公共的団体等の役員又は職員 

(3) 学識経験者 

(4) 公募による者 

３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合にお

ける後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第３条 審議会に委員の互選により会長を置く。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定す

る委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第４条 審議会は、市長が招集する。 

２ 審議会の会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができな

い。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

（庶務） 

第５条 審議会の庶務は、政策企画部政策企画課において処理する。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 



附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年３月７日条例第３号） 

この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月21日条例第10号） 

この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年２月５日条例第11号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に奥州市総合計画審議会の委員である者（改正前の第

２条第２項第１号に規定する者に限る。）は、その任期中に限り、奥州市総合

計画審議会の委員として在任する。 

３ 前項に規定する委員が在任する間、改正後の第２条第２項第１号の規定は、

適用しない。 

附 則（令和４年12月14日条例第29号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 



※敬称略
フリガナ

氏名
エンドウ　セイイツ

遠藤　清逸
チバ　ノリオ

千葉　憲雄
ヨシダ　アヤコ

吉田　あや子
ワタナベ　ミキコ

渡邉　美喜子
タカハシ　カズユキ

髙橋　一幸
オノデラ　ヒロカツ

小野寺　博一
サトウ　タキコ

佐藤　たき子
チダ　ヒロフミ

千田　博文
キクチ　キセコ

菊池　喜勢子
スズキ　ミキコ

鈴木　美喜子
ゴトウ　ヨシユキ

後藤　義幸
チバ　ヒロユキ

千葉　裕之
ワガワ　ヒトミ

和川　仁美
ササキ　ケンイチ

佐々木　健一
キクチ　ヨシユキ

菊地　義行
ハヤカワ　ヒロコ

早川　浩子
ヨシムラ　タケヒロ

吉村　武洋
ヤマモト　タケシ

山本　健
モリ　タツヤ

森　達也
オガサワラ　ヒサト

小笠原　久人
アサリ　トモミ

浅利　智美
オイカワ　マリエ

及川　麻梨絵

オンライン

４
号
委
員

21 公募

20 岩手県県南広域振興局

19 岩手県立産業技術短期大学校

22 公募

３
号
委
員

17 岩手大学

18

16 NTTインテグレーション株式会社

15 株式会社胆江日日新聞社

14 水沢信用金庫

13 一般社団法人奥州青年会議所

12 奥州市建設業協会

11 奥州市消防団

10 奥州市芸術文化協会

8 奥州市社会福祉協議会

２
号
委
員

6 奥州商工会議所

7

5 衣川地域会議

9 奥州市私立保育協議会

3 前沢地域会議

１
号
委
員

1 水沢地域会議

2 江刺地域会議

4 胆沢地域会議

奥州市総合計画審議会委員名簿
（任期：令和７年３月19日から令和９年３月18日まで）

区分 No 団体等 備考

新規

新規

岩手江刺農業協同組合

岩手県立大学


